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市川市建設工事等入札参加業者資格審査基準 
 
（目 的） 
第１条 この基準は、建設工事、設計測量及び業務委託（以下「建設工事等」という。）の競争入

札に参加することができる者（以下「適格者」という。）の資格審査の基準を定めることを目的

とする。 
 
（入札参加資格審査申請） 
第２条 建設工事等の競争入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、入札

参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）その他審査に必要と認める書類を指定期日まで

に、管財部契約課へ提出するものとする。 
２ 前項の指定期日後においても、市長が特に必要があると認めた場合においては、申請書を受

理することができるものとする。 
 
（資格審査） 
第３条 入札参加希望者の資格審査は、適格審査と等級格付のための施行能力審査（以下「能力

審査」という。）により行うものとする。 
 
（適格審査） 
第４条 適格審査は、入札参加希望者について、申請書及びその添付書類等に基づき行うものと

する。 
 
（不適格者） 
第５条 特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「施行令」という。）第１６７条の４第１項の規定に該当する者は不適格とする。 
２ 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当するときは、不適格とすることができる。 

(1) 施行令第１６７条の４第２項の規定に該当するとき。 
(2) 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。 
(3) 業務の遂行に関し、法令により許認可又は登録を要する職種の場合において、当該許認可

又は登録を受けていないとき。 
(4) 申請書類について、故意に虚偽の事項を記載したとき。 

 
（能力審査） 
第６条 能力審査は、建設工事に関する入札参加希望者にあっては、客観的事項審査及び主観的

事項審査におけるそれぞれの点数の合計（以下「総合点数」という。）により行うものとする。 
 
（客観的事項審査） 
第７条 客観的事項審査は、建設工事にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２

７条の２７に規定する経営事項審査結果通知書の総合評点（Ｐ）の数値により行うものとする。 
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２ 経常建設共同企業体の客観点数は、前項により算出した各構成員の客観点数を合計し、構成

員数で除したものとする。 
 
（主観的事項審査） 
第８条 主観的事項審査は、工事成績（申請のあった年度の４月１日を審査基準日として、同基

準日前２年に本市が完成検査を行った工事の評点（以下「工事評点」という。））に基づき算出

した点数（以下「主観点数」という。）により行うものとする。 
２ 前項の主観点数は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。 

(1) 検査日の属する年度毎の工事評点の平均点（以下「工事成績平均点数」という。）を算出す

る。なお、工事成績平均点数の少数点以下は、切り捨てるものとする。 
(2) 別表第１に定めるところにより、工事成績平均点数に対応する付与数値を求める。 
(3) 各年度の付与数値の和を２で除した数値を当該工種の主観点数とする。ただし、基準日前

２年において、工事評点が１年度しかない場合は、その年度の工事成績平均点数に対応する付

与数値を主観点数とする。 
(4) 基準日前２年において、工事実績がないものについては、２５を主観点数として付与する

ものとする。 
３ 経常建設共同企業体の主観点数は、前項により算定した各構成員の主観点数を合計し、構成

員数で除したものとする。 
４ 特定建設工事共同企業体で施工した工事の工事成績については、当該工事を各構成員の単独

施工とみなし、各構成員にそれぞれ工事評点を付与するものとする。 
 
（事業協同組合の特例） 
第９条 事業協同組合のうち、中小企業庁から官公需適格組合の証明を受けている者（以下「適

格組合」という。）が組合員のうち任意に選択した１０以内の組合員（以下「選択組合員」とい

う。）に係る申請書類を提出した場合にあっては、当該適格組合の能力審査は、工事種類別年間

平均完成工事高、自己資本額、職員数及び技術職員数については、当該適格組合に係る数値及

び選択組合員に係わる数値の合計値により、その他の項目については、当該適格組合に係る数

値及び選択組合員に係る数値の平均値によるものとする。 
 
（等級格付） 
第１０条 等級格付は、建設工事に係る適格者について行うものとし、客観点数と主観点数の合

計である総合点数（以下「総合点数」という。）に基づき、工事の種類ごとに別表第２により行

い、等級格付の有効期間は、第１１条第２項に規定する適格者名簿の有効期間（以下「有効期

間」という。）によるものとする。 
 
（適格者名簿） 
第１１条 適格者については、入札参加業者適格者名簿（以下「適格者名簿」という。）に登載す

るものとする。 
２ 適格者名簿の有効期間は、次期の適格者名簿が作成されるまでの期間とする。 
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附 則 

（施行期日） 
１ この基準は、平成７年７月１日から施行する。 
（適用区分） 
２ 改正後の基準の規定は、平成７年７月１日以後に発注する工事について適用し、同日前に

発注する工事については、なお従前の例による。 
（市川市工事請負等入札参加業者資格審査基準の廃止） 
３ 市川市工事請負等入札参加業者資格審査基準（昭和４８年２月１日施行）は、廃止する。 
附 則 

この基準は、平成１０年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成１３年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成１５年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成１８年５月２６日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この基準は、平成１９年６月１日から施行する。 
（適用区分） 
２ 改正後の基準の規定は、平成１９年６月１日以後に発注する建設工事等について適用し、

同日前に発注する建設工事等については、なお従前の例による。 
附 則 

この基準は、平成２１年６月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成２６年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成２７年８月７日から施行する。 
附 則 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この基準は、令和７年８月１４日から施行する。 
（適用区分） 
２ 改正後の基準の規定は、令和８年４月１日以後に発注する建設工事等について適用し、 

同日前に発注する建設工事等については、なお従前の例による。 
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別表第１           主 観 的 審 査 事 項 
 

工事成績平均点数による付与数値 
   工 事 成 績 
   平 均 点 数 

 
   付 与 数 値 

１００～８２点 １７０ 
８１点 １６５ 
８０点 １６０ 
７９点 １５５ 
７８点 １５０ 
７７点 １４５ 
７６点 １４０ 
７５点 １３５ 
７４点 １３０ 
７３点 １２５ 
７２点 １２０ 
７１点 １１５ 
７０点 １１０ 
６９点 １０５ 
６８点 １００ 
６７点 ９５ 
６６点 ９０ 
６５点 ８５ 

６４点以下 −２０ 
実績なし ２５ 

 

別表第２                      等 級 格 付 表 
 

等

級 

工 事 の 種 類 

土 木 一 式 
建 築 一 式 

舗 装 
管 その他 

Ａ ７５０点以上 ７００点以上 ７５０点以上 ６５０点以上 

Ｂ 
７５０点未満 
６５０点以上 ７００点未満 ７５０点未満 ６５０点未満 

Ｃ ６５０点未満 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

 


